
奈
良
県
告
示
第
十
一
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設

業
者
に
つ
い
て
は
、
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
た
め
公
告
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
い
と
き
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

商
号
又
は
名
称

氏
名
又
は
代

主
た
る
営
業
所
の
所

許
可
番
号

許
可
年
月
日

表
者
の
氏
名

在
地

株
式
会
社
ヤ
マ

南
浦

忠
男

奈
良
市
大
野
町
七
七

奈
良
県
知
事
許
可

平
成
十
九
年

ト
・
ビ
ル
ド

○
番
地

（
般
一
九
）
第
一

十
二
月
十
三

五
四
五
七
号

日

有
限
会
社
ヤ
マ

大
髙

義
則

奈
良
市
六
条
町
三
一

奈
良
県
知
事
許
可

平
成
十
九
年

ト
ホ
ー
ム
ケ
ア

八
番
地
の
二

（
般
一
九
）
第
一

七
月
五
日

ー
サ
ー
ビ
ス

三
九
八
六
号

辰
島
鉄
鋼
株
式

辰
島

一
代

生
駒
市
北
田
原
町
一

奈
良
県
知
事
許
可

平
成
二
十
一

会
社

一
一
一
番
地
一

（
般
二
一
）
第
一

年
七
月
二
十

五
七
三
九
号

八
日

株
式
会
社
足
立

足
立

和
樹

生
駒
市
西
旭
ヶ
丘
一

奈
良
県
知
事
許
可

平
成
二
十
年

組

七
番
三
八
号

上
埜

（
般
二
〇
）
第
一

四
月
十
日

マ
ン
シ
ョ
ン
二
〇
三

一
六
二
六
号

号
室

内
田
建
設

内
田

保

橿
原
市
城
殿
町
三
〇

奈
良
県
知
事
許
可

平
成
二
十
年

八
番
地
の
一
〇

（
般
二
〇
）
第
一

七
月
十
七
日



五
五
四
七
号

株
式
会
社
宮
下

宮
下

千
惠

橿
原
市
大
久
保
町
四

奈
良
県
知
事
許
可

平
成
十
九
年

組

子

五
四
番
地
の
三

（
般
一
九
）
第
一

十
二
月
四
日

五
五
四
号
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